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県 内 に お け る特 殊 詐 欺 被 害 は 、 す で に 昨 年 1年 間 の 被 害 額 を 上 回 っ て い ま す 。

9月 下 旬 に は 、 上 石 津 町 で も 高 齢 者 宅 の 固 定 電 話 に 、 孫 を名 乗 る者 か ら

「駅 に 携 帯 と大 事 な 書 類 を 忘 れ た 。 」

と電 話 が あ り、 そ の 後 、 孫 の 上 司 を名 乗 る者 か ら

「書 類 亡 失 の 弁 済 をす る必 要 が あ る。 い く

○  留 守 番 電 話 設 定 を  ～  犯 人 自 ら電 話 を切 る効 果 大 I

O ナ ンバ ー デ ィ ス プ レイ サ ー ビス を  ～  電 話 番 号 が 表 示 され 「非 通 知 」 は 、

犯 人 の 可 能 性 が 大 !

○  国 際 電 話 利 用 休 止 の 手 続 き を  ～  国 際 電 話 使 用 の 詐 欺 も増 加 、 海 外 か ら
の 電 話 が 不 要 な 方 は ご活 用 を !

最近の犯罪情勢 について

ら出 せ ま す か 。
な ど と電 話 が あ っ た 後
し取 られ る詐 欺 被 害 が

被 害 に 遭 わ な い た め

を訪 れ て 現 金 を だ ま

ま した 。
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自転 車 の ス マ ホ 0酒 気 帯 び の罰 則 強 化

本 年 11月 1日 か ら道 路 交 通 法 の 改 正 に よ り 自転 車 運 転 中 の新 た な罰 則 が 適 用 さ

れ ます。
携 帯 電 話 使 用 等 →  最 大 1年 以 下 の懲 役 又 は

30万 円 以 下 の 罰 金

酒 気 帯 び 運 転 3年 以 下 の懲 役 又 は
50万 円 以 下 の 罰 金

→

【生活 安全標 語入 賞 作 品】

指名 手配被 疑者 の検 挙 に ご協力 を

は 特 に 重 大 な 犯 罪 の被 疑 者 を選 定 した うえ 、 11月 中 ヤ
の総 力 を挙 げ て 追跡 捜 査 を行 い 、被 疑 者 の 早 期 検 挙 に
で い ます 。
配 被 疑 者 の発 見 に 向 けた 捜 査 活 動 に は 、 皆 様 の ご協 力

す 。 どん な些 細 な こ とで も結 構 です の で警 察 に通 報 を

お願 い します。
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危 険 か も そ の ワ ン ク リ ッ ク 考 え て (大 垣 養 老 高 校 MSリ ー ダ ー ズ )
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玄関、窓等は施錠しましょう。
センサーライトや防犯カメラを設置しましょう。

補助錠や防犯フイルムの活用t雨戸を開める

ことで防犯効果が高まります。

犯人は|「光1音1時間Lを嫌がります:

■薫|■重,警黎1村界11‐|‐事|■,||

養老警察署  電話 0584-34-O110
上石津駐在所 電話 0584-45-21:6

・  ′
..

√
″

V
」『

″

一

一

■

一

■
一■
●
一

E]E

, 」ヽJ■

¬
「

‐


